
小中一貫教育の制度化に伴う導入意向調査について

２．調査時点

平成２８年２月１日

３．調査の対象

全都道府県、全市区町村（一部事務組合を含む） 、附属学校を設置する国立大学法人、

小学校又は中学校を設置する学校法人

本調査における小中連携教育・小中一貫教育の定義

小中連携教育：小・中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への

円滑な接続を目指す様々な教育

小中一貫教育：小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、9年間を通じた教育課程を編

成し、系統的な教育を目指す教育
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１．調査の目的

小中一貫教育の制度化に係る改正学校教育法及び関係政省令・告示が平成２８年４月に施行される
ことから、「義務教育学校」及び「小中一貫型小学校・中学校」（「併設型小学校・中学校」及び「連携型小
学校・中学校」）の導入予定等を把握する。

※平成26年度調査と同様
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■ Ⅰ 平成28年度における義務教育学校、小中一貫型小学校・中学校の設置状況（予定）
・平成28年度における義務教育学校・小中一貫型小学校・中学校の設置数【4】
・(参考)小中一貫教育に関する制度の類型【5】
・平成28年４月における義務教育学校の設置状況 【6 】
・平成28年度における小中一貫型（併設型小学校・中学校）の設置状況（予定） 【7 】

■ Ⅴ 都道府県調査
・都道府県による小中一貫教育の推進状況 【30】
・小・中学校教員免許状の併有促進のための工夫【31】
・小中一貫教育を推進するための人事上の工夫【32】

■ Ⅱ 小中一貫教育の推進状況・推進方針
・小中一貫教育、小中連携教育の実施状況【9】
・小中一貫教育を行っている市区町村における実施状況及び展開の予定【10】
・小中一貫教育を行っていない市区町村における検討状況【11】
・小中一貫教育実施予定の市区町村における導入の形態【12】

目 次

■ Ⅲ 義務教育学校の設置予定
・義務教育学校の設置予定【14】
・義務教育学校の設置予定（年度別）【15】
・設置予定の義務教育学校における教育課程特例【16】
・設置予定の義務教育学校の学年段階の区切り【17】
・設置予定の義務教育学校の施設形態【18】

■ Ⅳ 小中一貫型小学校・中学校（併設型・連携型）の設置予定
・併設型小学校・中学校の設置予定【20】
・併設型小学校・中学校の設置予定（年度別） 【21】
・設置予定の併設型小学校・中学校における教育課程特例【22】
・設置予定の併設型小学校・中学校の学年段階の区切り【23】
・設置予定の併設型小学校・中学校の教職員の兼務発令【24】
・設置予定の併設型小学校・中学校の運営の仕組み【25】
・設置予定の併設型小学校・中学校の施設形態【26】
・連携型小学校・中学校の設置予定【27】
・連携型小学校・中学校の設置予定（年度別）【28】



Ⅰ 平成28年度における義務教育学校、
小中一貫型小学校・中学校の設置状況（予定）

（～P7）
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平成28年度における義務教育学校、小中一貫型小学校・中学校の設置数
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設置者数 設置数 施設形態

・義務教育学校 １３都道府県
１５市区町

２２校
施設一体型１９校
施設隣接型 ３校

・小中一貫型小学校・中学校

併設型
２１府県
３７市町村

１１５件
(小学校231校、
中学校115校、
計346校)

施設一体型１３件
施設隣接型１０件
施設分離型８９件
未定３件

２学校法人
２件

(小学校2校、中
学校2校、計4校)

施設一体型２件

連携型 ０ ０件
※平成28年度は、国立の設置予定はなし【小中一貫型小学校・中学校】

○中学校併設型小学校・小学校併設型中学校
同一の設置者が設置する小学校と中学校において、義務教育学校に準じて、小学校における教育と

中学校における教育を一貫して施す学校（設置者の定めるところにより、一貫した教育課程と一貫教育を
施すためにふさわしい運営の仕組みを整えることが要件）

○中学校連携型小学校・小学校連携型中学校
設置者が異なる小学校と中学校において、一貫性に配慮した教育を行うために、小学校の設置者と

中学校の設置者が協議して、教育課程を編成する学校。（※一部事務組合立等を想定）



（参考）小中一貫教育に関する制度の類型

義務教育学校

小中一貫型小学校・中学校

中学校併設型小学校
小学校併設型中学校

中学校連携型小学校
小学校連携型中学校

設置者 ― 同一の設置者 異なる設置者

修業年限
９年

（前期課程６年＋後期課程３年） 小学校６年、中学校3年

組織・運営

一人の校長、一つの教職員組織 それぞれの学校に校長、教職員組織

小学校と中学校における教育を一貫して施す
ためにふさわしい運営の仕組みを整えることが
要件
例)  ① 関係校を一体的にマネジメントする組織を設け、

学校間の総合調整を担う校長を定め、 必要な権限
を教育委員会から委任する

② 学校運営協議会を関係校に合同で設置し、 一体
的な教育課程の編成に関する基本的な方針を承認
する手続を明確にする

③ 一体的なマネジメントを可能とする観点から、小学
校と中学校の管理職を含め全教職員を併任させる

中学校併設型小学校と小学校併設型中
学校を参考に、適切な運営体制を整備す
ること

免許

原則小学校・中学校の両免許状を
併有

※ 当分の間は小学校免許状で前期課程、
中学校免許状で後期課程の指導が可能

所属する学校の免許状を保有していること

教育課程
・９年間の教育目標の設定
・９年間の系統性・体系性に配慮がなされている教育課程の編成

教
育
課
程
の

特
例

一貫教育に
必要な独自
教科の設定

○ ○ ○

指導内容の
入替え・移行 ○ ○ ×

施設形態 施設一体型 ・ 施設隣接型 ・ 施設分離型

設置基準
前期課程は小学校設置基準、

後期課程は中学校設置基準を準用
小学校には小学校設置基準、中学校には中学校設置基準を適用

標準規模 18学級以上27学級以下 小学校、中学校それぞれ12学級以上18学級以下

通学距離 おおむね6km以内 小学校はおおむね4km以内、中学校はおおむね6km以内

設置手続き 市町村の条例 市町村教育委員会の規則等
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平成28年度４月における義務教育学校の設置状況

都道府県 学校名 小中一貫取組
開始年度 施設 区切り 教育課程の特例

北海道 斜里町立知床ウトロ学校 平成28 一体型 ６－３ 予定なし

北海道 中標津町立計根別（けねべつ）学園 平成27 一体型 ６－３ 検討中

岩手県 大槌町立大槌学園 平成27 一体型 ４－３－２ 一貫教科

山形県 新庄市立萩野学園 平成27 一体型 ４－３－２ 予定なし

茨城県 水戸市立国田義務教育学校 平成23 一体型 ４－４－１ 一貫教科、検討中

茨城県 つくば市立春日学園義務教育学校 平成24 一体型 ４－３－２ 一貫教科、検討中

千葉県 市川市立塩浜学園 平成27 隣接型 ４－３－２ 一貫教科

東京都 品川区立品川学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

東京都 品川区立日野学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

東京都 品川区立伊藤学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

東京都 品川区立荏原平塚学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

東京都 品川区立八潮学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

東京都 品川区立豊葉の杜学園 平成18 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し、小内・中内入替え

神奈川県 横浜市立霧が丘義務教育学校 平成21 隣接型 ６－３ 検討中

石川県 珠洲市立宝立小中学校 平成24 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し

石川県 珠洲市立大谷小中学校 平成28 一体型 ４－３－２ 一貫教科、中小前倒し

長野県 信濃町立信濃小中学校 平成24 一体型 ４－５ 検討中

大阪府 守口市立さつき学園 平成26 一体型 ６－３ 検討中

兵庫県 神戸市立義務教育学校港島学園 平成26 隣接型 ６－３ 検討中

高知県 高知市立義務教育学校行川学園 平成23 一体型 ４－３－２ 検討中

高知県 高知市立義務教育学校土佐山学舎 平成27 一体型 ４－３－２ 一貫教科、検討中

佐賀県 大町町立小中一貫校大町ひじり学園 平成23 一体型 ４－３－２ 検討中
※２ 中小前倒し：中学校段階の指導内容の小学校段階への前倒し移行、

小内・中内入替え：小学校段階・中学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前倒し移行
※１ 政令指定都市

※１

※１

※２

■１３都道府県 １５市区町 ２２校



平成28年度における小中一貫型（併設型小学校・中学校）の設置状況(予定)

府県名 市町村数 予定件数

１ 岩手県 2 2

２ 秋田県 2 2

３ 福島県 1 1

４ 茨城県 3 20

５ 栃木県 1 2

６ 埼玉県 2 5

７ 千葉県 1 1

８ 神奈川 3 17

９ 長野県 2 5

10 岐阜県 1 4

11 愛知県 1 1

12 静岡県※ 1 1

13 京都府 1 1

14 大阪府 4 24

15 兵庫県 2 6

16 奈良県 1 1

17 鳥取県 2 3

18 島根県 1 1

19 山口県 1 1

20 福岡県 2 2

21 鹿児島県 3 15

計 21府県 37市町村 115件

【公立】 ２１府県 ３７市町村 １１５件

7
※静岡県の１件は政令指定都市

件数 小学校数 中学校数

１小１中 39 39 39

２小１中 48 96 48

３小１中 18 54 18

４小１中 8 32 8

５小１中 2 10 2

計 115件 231校 115校

件数

施設一体型 13

施設隣接型 10

施設分離型 89

未定 3

計 115件

■取組に含まれる学校数

■施設形態の別

【私立】 ２県 ２学校法人

県名
学校
法人数

予定
件数

施設
形態

取組に含まれる学校数

１ 宮城県 1 1 一体型 １小１中

２ 茨城県 1 1 一体型 １小１中

Ⅱ 小中一貫教育の推進状況・推進方針 （～P12）
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小中一貫教育、小中連携教育の実施状況

239（14%）

1193（68%）

320（18%）

小中一貫教育実施

小中連携教育のみ実施

実施なし

N=1752（全市区町村）
本調査における小中連携教育・小中一貫教育の定義

小中連携教育：小・中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中一貫教育：小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育

1513（86%）

9※平成26年度実態調査結果 ：小中一貫教育実施 211（12％）、小中連携教育のみ実施1147（66%）、実施なし385 （22%）

小中一貫教育を行っている市区町村における実施状況及び展開の予定

55%(131)

11%(26)

5%(12)

5%(13)

24%(57)

既に域内全域で実施している

現在は一部の学校で実施しているが、段階的

に域内全域での実施を予定

域内全域での実施の適否については、検討中

現在は一部の学校で実施しているが、モデル

校での実施を踏まえた後、域内全域での実施

の適否を検討予定

一部の学校での実施を継続する予定

N=239（小中一貫教育を行っている市区町村） 10



小中一貫教育を行っていない市区町村における検討状況

2%(27)

7%(111)

14%(206)

24%(359)

54%(810)

平成28年度から実施予定

平成29年度以降の実施を検討中

検討に着手する予定

他市町村の導入状況を注視している

現時点で検討の予定はない

138（9%）

N=1513（小中一貫教育を行っていない市区町村） 11

小中一貫教育実施予定の市区町村における導入の形態

33%(45)

17%(24)

19%(26)

31%(43)

域内全域での一斉導入を予定

段階的に域内全域での導入を予定

モデル校での実施を踏まえた後、域内全域での実

施の適否を検討予定

域内の一部の学校で実施する予定

N=138（平成28年度から小中一貫教育の実施を予定・平成29年度以降の実施を検討中の市区町村） 12



Ⅲ 義務教育学校の設置予定 （～P18）
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義務教育学校の設置予定

15%(58)

9%(34)

6%(22)

6%(21)

64%(242)

設置する予定

設置の適否を検討中

モデル校での小中一貫教育の実施

を踏まえて、設置の適否を検討予定

施設整備に係る計画の策定とあわせ

て設置の適否を検討予定

現在設置予定はない

N=377（小中一貫教育を実施及び実施予定の市区町村）

うち15市区町が平成28年度から
義務教育学校を設置

14



義務教育学校の設置予定（年度別）

22校

39校

37校

15校

11校

6校

1校

5校

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度以降

小中一貫教育を実施及び実施予定の377市区町村における設置予定数136校

※１

※２

※１ そのほか、国立２校、私立１校が設置予定との回答あり
※２ そのほか、国立１校、私立１校が設置予定との回答あり
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136校

設置予定の義務教育学校における教育課程特例

36%(49)

7%(9)

0%(0)

15%(20)

5%(7)

6%(8)

65%(88)

8%(11)

小中一貫教科等の設定

小学校段階及び中学校段階における各教科等の内容の

うち相互に関連するものの入替え

小学校段階の指導内容の中学校段階への後送り移行

中学校段階の指導内容の小学校段階への前倒し移行

小学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前

倒し移行

中学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前

倒し移行

現在検討中・未定

上記の実施予定はない

N=136（公立義務教育学校設置予定校数） 16

(複数回答)



設置予定の義務教育学校の学年段階の区切り

12%(16)

57%(77)

4%(5)

1%(2)

1%(1)

1%(1)

1%(1)

0%(0)

24%(33)

６－３

４－３－２

５－４

４－５

５－２－２

３－４－２

２－３－４

教科特性に合わせて区分を設

定

その他・検討中・未定

N=136（公立義務教育学校設置予定校数） 17

設置予定の義務教育学校の施設形態

80%(109)

4%(6)

4%(5)

12%(16)

施設一体型

施設隣接型

施設分離型

検討中・未定

N=136（公立義務教育設置予定校数） 18



Ⅳ 小中一貫型小学校・中学校（併設型・連携型）の
設置予定 （～P28）
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【小中一貫型小学校・中学校】
○中学校併設型小学校・小学校併設型中学校

同一の設置者が設置する小学校と中学校において、義務教育学校に準じて、小学校における教育と
中学校における教育を一貫して施す学校（設置者の定めるところにより、一貫した教育課程と一貫教育を
施すためにふさわしい運営の仕組みを整えることが要件）

○中学校連携型小学校・小学校連携型中学校
設置者が異なる小学校と中学校において、一貫性に配慮した教育を行うために、小学校の設置者と

中学校の設置者が協議して、教育課程を編成する学校。（※一部事務組合立等を想定）

併設型小学校・中学校の設置予定

25%(94)

7%(28)

9%(34)

7%(25)

52%(196)

設置する予定

設置の適否を検討中

モデル校での小中一貫教育の実施

を踏まえて、設置の適否を検討予定

施設整備に係る計画の策定とあわせ

て設置の適否を検討予定

現在設置予定はない

N=377（小中一貫教育を実施及び実施予定の市区町村） 20

うち３７市町村が平成28年度から
併設型小学校・中学校を設置



併設型小学校・中学校の設置予定（年度別）

115件

160件

83件

41件

27件

3件

0件

8件

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度以降

N=437(小中一貫教育を実施及び実施予定の377市区町村における併設型小学校・中学校設置予定件数)

※１ そのほか、私立２件
※２ そのほか、国立１件、私立３件が設置予定との回答あり
※３ そのほか、私立３件が設置予定との回答あり
※４ そのほか、国立２件が設置予定との回答あり

※１

※２

※３

21

437件

※４

設置予定の併設型小学校・中学校における教育課程特例

26%(112)

2%(7)

0%(0)

3%(13)

2%(9)

2%(10)

66%(288)

16%(71)

小中一貫教科等の設定

小学校段階及び中学校段階における各教科等の内容の

うち相互に関連するものの入替え

小学校段階の指導内容の中学校段階への後送り移行

中学校段階の指導内容の小学校段階への前倒し移行

小学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前

倒し移行

中学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前

倒し移行

現在検討中・未定

上記の実施予定はない

N=437（公立併設型小学校・中学校設置予定件数） 22

(複数回答)



設置予定の併設型小学校・中学校の学年段階の区切り

30%(129)

24%(106)

1%未満(2)

2%(7)

1%未満(1)

0%(0)

1%未満(1)

1%(6)

42%(185)

６－３

４－３－２

５－４

４－５

５－２－２

３－４－２

２－３－４

教科特性に合わせて区分を設

定

その他・検討中・未定

N=437（公立併設型小学校・中学校設置予定件数） 23

設置予定の併設型小学校・中学校の教職員の兼務発令

7%(30)

1%未満(1)

0%(0)

0%(0)

1%(4)

1%(5)

14%(63)

8%(33)

64%(280)

5%(21)

全教職員が兼務発令

校長が兼務発令

校長及び副校長、教頭が兼務発令

副校長、教頭が兼務発令

管理職以外の全教職員が兼務発令

すべての管理職と管理職以外の一部の教職員が兼務

発令

管理職以外の一部の教職員が兼務発令

兼務発令は行わない

検討中・未定

その他

N=437（公立併設型小学校・中学校設置予定件数） 24



設置予定の併設型小学校・中学校の運営の仕組み

25%(111)

24%(104)

6%(28)

57%(250)

関係校を一体的にマネジメントする組織を設け，学校間

の総合調整を担う校長を定め，必要な権限を教育委員

会から委任しておく

学校運営協議会を関係校に合同で設置し，一体的な教

育課程の編成に関する基本的な方針を承認する手続を

明確にしておく

一体的なマネジメントを可能とする観点から，小学校と中

学校の管理職を含め全教職員を併任させる

その他・未定

25

(複数回答)

N=437（公立併設型小学校・中学校設置予定件数）

設置予定の併設型小学校・中学校の施設形態

12%(53)

7%(32)

51%(223)

30%(129)

施設一体型

施設隣接型

施設分離型

検討中・未定

N=437（公立併設型小学校・中学校設置予定件数） 26



連携型小学校・中学校の設置予定

1%(2)

1%(2)

3%(12)

3%(10)

93%(351)

設置する予定

設置の適否を検討中

モデル校での小中一貫教育の実施を

踏まえて、設置の適否を検討予定

施設整備に係る計画の策定とあわせ

て設置の適否を検討予定

現在設置予定はない

N=377（小中一貫教育を実施及び実施予定の市区町村） 27

連携型小学校・中学校の設置予定（年度別）

0件

0件

2件

0件

0件

0件

0件

0件

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成34年度

平成35年度以降

N=377（小中一貫教育を実施及び実施予定の市区町村）

内1件 詳細未定
内1件
教育課程の特例の実施：小中一貫教科等の設定を予定
学年段階の区切り：６－３
教職員の兼務発令：行わない予定
運営の仕組み：学校運営協議会を関係校に合同で設置し，
一体的な教育課程の編成に関する基本的な方針を承認す
る手続を明確にしておくことを予定。

28

2件



Ⅴ 都道府県調査 （～P32）

29

都道府県による小中一貫教育の推進状況

7

12

25

2

1

積極的に推進

制度化を踏まえ、積極的な推進を検討

他の都道府県の取組を注視

現時点で特段の取組はない

無回答 N=47

30※平成26年度実態調査結果 ：積極的に推進4、積極的な推進を検討3、国の検討や他の都道府県の取組を注視33、
現時点で特段の取組はない７



小・中学校教員免許状の併有促進のための工夫

6
7

10
4

2
1

2
11
11
11

両免許状取得の推奨を地域の教員養成課程を有する大学に要請

両免許状を有している教員を積極的に採用

両免許状併有のための免許法認定講習を実施

両免許状併有のための免許法認定講習を今後実施

両免許状併有のための免許法認定講習等の実施を大学等に要請

し既に実施

両免許状併有のための免許法認定講習等の実施を大学等に要請

し、今後実施予定

両免許状併有のための免許法認定講習等の実施を大学等に今後

要請する予定

検討中

取組はない

その他

N=47
【その他自由記述で挙げられた主な取組】
●教員採用選考試験において、小・中学校両免許状を有する者に対する加点制度を設けている。
●小・中学校両免許状取得の有用性を教員養成課程を有する大学に説明している。
●小・中学校一方の免許状のみを保有している新規採用者に、もう一方の免許状の取得を勧めている。
●小・中学校教員免許状の取得に必要な一部の講座（生徒指導や教育相談等）について、免許法認定講習を実施している。

31

(複数回答)

小中一貫教育を推進するための人事上の工夫

29
8

5
6

0
29

4
1

8

小・中学校間の教職員の交流促進を定期人事異動の方針に記載

若手教員に他校種を経験させる方針を定期人事異動の方針に記載

中堅教員に他校種を経験させる方針を定期人事異動の方針に記載

管理職に他校種を経験させる方針を定期人事異動の方針に記載

小中一貫教育のコーディネーター名目で教職員を加配

市区町村教委からの要望に応じて積極的に兼務発令

市区町村教委からの要望に応じて教員公募制を実施

小中一貫教育や小中連携の推進担当を配置するよう市区町村教委や学校

に指導

その他 N=47
【その他自由記述で挙げられた主な取組】
●小・中学校の教職員の人事交流の制度を設けている。
●小中一貫教育専科加配を配置している。
●他校種理解のためのワンウィーク研修を推進している。

32

※平成26年度実態調査結果 ：
小・中学校間の教職員の交流促進を定期人事異動の方針に記載8、若手教員に他校種を経験させる方針を定期人事異動の方針に記載1、
中堅教員に他校種を経験させる方針を定期人事異動の方針に記載1、小中一貫教育のコーディネーター名目で教職員を加配0、
市区町村教委からの要望に応じて積極的に兼務発令23、市区町村教委からの要望に応じて教員公募制を実施1、
小中一貫教育や小中連携の推進担当を配置するよう市区町村教委や学校に指導0、特に工夫はしていない18

(複数回答)


